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株式会社 東洋 

TEL:075-501-6616 

 

 

 

 

 

 

 

「令和 1 年 10 月 1 日以後終了課税期間分」の消費税申告書に対応した消費税顧問 R4 Ver.19.20

の予定をご連絡いたします。 

※当内容は変更される可能性がありますので、あらかじめご了承願います。 

※消費税改正の概要は、セイコーエプソン株式会社ホームページの改正概要を併せてご覧ください。 

 ⇒消費税法改正の概要へのリンク 

１． 発行プログラムと対象バージョン 

システム名 
リリース 

バージョン 
データ移行対象 保守加入対象 

消費税顧問R4  19.20 15.1 以降 16.1 以降 

※消費税顧問 R4 Ver.19.20 はライセンス認証が必要です。 

２． 日程 

■ダウンロード公開 

 2019 年 10 月 15 日（火） 

※ダウンロードマネージャー、会計システムマイページで公開します。 

■CD 提供 

 2019 年 10 月 24 日（木）発送開始予定 

※ＣＤ保守契約のお客様に発送します。 

※Ｅｉボード Ver.19.20 とセットになったセットアップＣＤです。 

３． 対応内容 

3-1.対応帳票 

令和1年10月1日以降終了事業年度分の消費税申告書は次のとおりです。 

  
※上記の他に、中小事業者特例の計算書（特例1～特例3が追加になります。） 

消費税顧問R4  

「令和 1年 10月 1日以後終了課税期間分」消費税申告書対応版（Ver.19.20）の予定 

 

https://www.epson.jp/products/ac/keigenzeiritsu/
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3-2.申告書・付表の印刷メニューの対応 

「令和１年１０月１日以後終了課税期間分」の「申告書・付表の印刷」に対応します。 

令和1年10月1日以降終了課税期間分の申告は、「11.申告書・付表の印刷」を選択してください。 

令和1年9月30日以前終了課税期間分の申告書は「旧申告書・付表」のメニューを選択してください。 

  
 

3-3. 消費税申告書 （一般用）の対応 

・消費税申告書（一般用）「令和１年１０月１日以後終了課税期間分」に対応します。 

・中小事業者税額特例の計算表に対応します。申告書・付表の印刷画面で選択が可能です。 

  
 

3-4. 消費税申告書 （簡易課税用）の対応 

・消費税申告書（簡易課税）「令和１年１０月１日以後終了課税期間分」に対応します。 

・簡便法の計算に対応します。申告書・付表の印刷画面で選択が可能です。 

・中小事業者税額特例の計算表に対応します。申告書・付表の印刷画面で選択が可能です。 

  
※簡便法とは、仕入控除税額を事業区分ごとに仕入みなし割合で計算して合計する方法です。一定の

条件があります。 

（参考）国税庁 簡易課税制度 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
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3-5.その他の変更点 

・申告書印字項目の追加 

申告書に印刷する項目として、「法人名」「代表者名」「法人番号」「会計事務所名」などを追加し

ます。 

  
 

・申告書入力画面のファンクションキーの並び変更 

申告書入力画面のファンクションキーの並びを変更しました。［調整金額］ボタンを追加して、

［印刷］ボタンを［プレビュー］に変更しました。 

  
 

４． バージョンアップの注意点 

バージョンアップの注意事項は次のとおりです。 

 

4-1.ライセンス認証について 

消費税顧問R4 Ver.19.20へバージョンアップ後はライセンス認証が必要です。 

 

4-2.データ変換について 

消費税顧問 R4 Ver.19.20で Ver.19.10 以前のデータを選択すると、データ変換処理が実行されま

す。 

 
※データ変換処理前のバックアップはありません。 

 

以上、よろしくお願いいたします。 

 


